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〈問い合わせ〉健康推進課 高齢者支援係　℡0967（67）2704 〈問い合わせ・申し込み先〉定住促進課 定住促進係　℡0967（67）2705

　今年結婚50年・60年の節目を迎えた（迎える）皆さんに、村から表彰ならびに記念品を贈呈します。
　また、熊本日日新聞社からの表彰および紙面掲載も併せて行いますので、該当するご夫婦は、お住まいの地区の
区長または健康推進課までお申し出ください。

●金婚（結婚50周年）
昭和49年1月1日から12月31日までに結婚した夫婦

●ダイヤモンド婚（結婚60周年）
昭和39年1月１日から12月31日までに結婚した夫婦
※10年前に本村で金婚表彰を受けられた人は届出の必要はありません。

■申出期間　6月7日（金）から28日（金）まで
　ご不明な点などにつきましては、健康推進課 高齢者支援係までお尋ねください。

金婚・ダイヤモンド婚をお祝いします

危険空き家等除却促進事業のお知らせ
～危険な空き家の解体を応援します～
　村では、防災・衛生・景観などの地域住民の生活環境への影響から、危険空き家などの除却を促進し、地域住民
の生命、身体または財産の保護を目的に、所有者に対し除却費用の一部を助成する事業を行います。

　村内に存在する次の①から⑦の全てに該当す
る建物が対象です。

①おおむね1年以上使用されておらず、かつ、
今後も使用される見込みがない住宅および兼
用住宅（長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿およ
び住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の
2分の1かつ50㎡を超えるものを除く。）

②住宅の不良度判定基準の評定項目の評定合計
が100点以上であるもの

③危険度判定基準に該当する状態であるもの
④所有権以外の権利（抵当権など）の設定がなさ
れていないもの

⑤個人所有のもの
⑥公共事業の補償の対象となっていないこと
⑦補助金の交付を受ける目的で故意に破損され
た建物でないもの

事業 （補助）の対象となる空き家

　村では、事前に補助対象となる空き家かどうかを調査し判断いたしますので、
「危険空き家等事前調査申込書」が必要となります。詳しくは村ホームページを
ご覧ください。

事前調査について

　補助対象経費（解体工事費）の5分の2の金額で、上限は60万円です。 
　予算がなくなり次第終了します。

補助金の額

■村税の滞納がない危険空き家などの所有者
　所有者または相続権利者が複数の場合で事前調査をお申し込みの際は、共有者の同意を得ておいてください。

※その他詳しいことは、定住促進課 定住促進係へお問い合わせください。

事業を利用できる人

〈問い合わせ〉県自然保護課 野生鳥獣班　　　　　　℡096（333）2275
県北広域本部阿蘇地域振興局 林務課　℡0967（22）2312

～県からのお知らせ～狩猟免許試験の日程について

【狩猟免許申請に必要なもの】
•狩猟免許申請書：1部（免許の種類ごとに必要です）
•写真：1枚（6カ月以内に撮影したもの）縦3㎝×横2.4㎝
•返信用封筒：1通（84円郵便切手を貼り、住所・氏名を記入したもの）
•医師の診断書（指定医や専門医の規定なし）または銃の所持許可書の写し：1部
•熊本県収入証紙（※申請ごとに必要、※収入印紙との間違いが多いためご注意ください）
　5,200円（新規）
　3,900円（既に他の種別の免許を所持の場合）

試験に関するお問い合わせ先および申請書提出先
県庁自然保護課および阿蘇地域振興局林務課
※熊本県猟友会主催の狩猟免許試験初心者講習会が例年開催されています。日程などの詳細は熊本県猟友会（℡
096（365）6661）へ問い合わせてください。

狩猟免許試験 書類提出締切日 実施場所実施日
第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

29日（土）

13日（土）

17日（土）

14日（土）

28日（土）

12日（土）

30日（土）

9日（日）

6月

7月

8月

9月

9月

10月

11月

令和7年　2月

13日（木）

27日（木）

1日（木）

29日（木）

12日（木）

26日（木）

14日（木）

24日（金）

6月

6月

8月

8月

9月

9月

11月

令和7年　1月

玉名市民会館会議棟大教室

中小企業大学校人吉校大教室

宇城総合庁舎大会議室

天草総合庁舎大会議室

阿蘇総合庁舎大会議室

水俣環境アカデミア

八代市内会場

熊本市内会場

【試験の期日および場所】

県HP
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